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RaMS
Refrigerant Management System(冷媒管理システム）

支払方法について
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＊１： 各事業所の預け金の返金手続きは、各事業所から一旦統括部署に残金を引渡した上で、統括部署が一括して行う方法でも可能
です。

注）統括部署は
Bは選択できません

統轄部署の場合
事業所の場合
⇒一旦Bを選択 注）統括部署は

Bは選択できません

登録時に
Aを選択

登録時に
Bを選択

登録時に
Cを選択

指定口座に
預け金を振り込み

Bへの登録変更を
選び、預け金残金
を返金手続き *１

A…預け金から
利用時に引落し

B…事業所宛
請求書で翌月振込

Aに登録完了

Bに変更したい

Cに変更したい

支払元の統括部署に
支払対象リンクを設

定して貰う

Cに登録完了

支払元の統括部署に
支払対象リンクを解除

して貰う

Bに変更したい

統轄部署の場合
事業所の場合
⇒一旦Bを選択

Bに登録完了

Cに変更したい

Cへの登録変更を
選び、預け金残金
を返金手続き

事業所登録、
統括部署登録
画面

料金支払方法選択…

ログイン者
登録情報画面

C…統括部署宛
請求書で翌月振込

2018年3月以前に登録されて
現在RaMSをご利用中の方は

この状態

支払い方法A、B、Cの選択と変更
注）Aに登録した状態からB、Cには1度のみ変更できますが、B、CからAへの変更はできません。また統括部署（本社、等）はBを選択できません。

＊１： 各事業所の預け金の返金手続きは、各事業所から一旦統括部署に
残金を引渡した上で、統括部署が一括して行う方法でも可能です。
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支払方法の種類
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Ａ．預け金(ポイント）方式

Ｂ．事業所宛て請求書に
よる支払方式

Ｃ．統括部署宛て請求書に
よる支払方式
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Ａ．預け金(ポイント）方式

事業所
指定口座

JRECO

預け金

①

有料サービス
利用

②

事業所

③

④

⑤

照合

利用履歴
利用可能ポイント表示
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Ｂ．事業所宛て請求書に
よる支払方式

事業所
指定口座

JRECO

請求額
振込

④

有料サービス
利用

①

事業所

③

②

照合

毎月請求
未入金(不足金)通知発行

③
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Ｃ．統括部署宛請求書による
支払方式

統括部署
指定口座

JRECO

④

有料サービス
利用

①

事業所

③

②

照合

統括部署

毎月請求
未入金(不足金)通知発行

請求額
振込

③
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新規の事業所登録時に
支払方法を決定する場合

①請求書払いのケース
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「事業所登録」を
開きます
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Ｂ.請求書払い
ここに●を入れます

なお、預け金払いをお選び
でしたら、Ａに入れます

注意事項
クリックすると

次頁の画面が出ます

9
まずは業種を
お選び下さい
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「注意事項」をクリックすると
支払方法についての説明が出ます
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１．支払方法としてＡ、Ｂ、Ｃのどれかを選択します。

２．事業所がＣを選択したい場合は、一旦Ｂを選び、後述す
るＢからＣへの変更を行います。

３．統括部署は、ＡまたはＣのどちらかのみの選択となります。

４．Ａを選択した場合は、１度だけＢやＣに変更出来ますが、
ＢやＣを選択した場合はＡへの変更は出来ません。

注意事項
11
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業種と支払方法以外の項目も入力します



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

13

確認画面下部の「新規登録」ボタンを押すと利用規約が表示され
ますので、「同意する」 ボタンを押して登録します

完了

確認画面下部の「確認画面へ」を
クリックするとＰ.10の注意事項が
表示されますので、同画面下部の
「注意事項を承諾して精算方法を

決定する」ボタンを押してください
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指定口座とは
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メインメニユーから
指定口座を
クリック
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事業所の指定口座

16
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Ａ.預け金方式で登録
している事業所が

支払方法を変更する場合

Ｂ.請求書払いのケース
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指定口座に預けてある
利用料金を返却する必要

があります

最初に
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メインメニューから
「ログイン者登録情報」を開きます
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クリック
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預け金が、ご指定の御社の口座へ
JRECO から返金されます

振込手数料はJRECOが負担します
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「OK」をクリックで「Ｂ.事業所宛の請求書払い」
に変更されます

預け金は、後日ご指定の口座へ振り込まれます
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（預け金が 0ポイントの場合）
「ログイン者登録情報」画面で精算方法変更を選択して

表示される画面の「精算方法変更」をクリック
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支払方法が変更されました
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請求書払いでのメツセージ

108ポイント
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メインメニューの「請求書または未入金
(不足金)通知」をクリックすると、

請求書やその明細等がご覧になれます
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請求書、未入金(不足金)」通知
を閲覧できます このＶをクリックすると、

過去の通知を選択できます
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￥108

メールに添付される請求書または未入金通知書
はいつでもご覧になれます
注）明細書はメールへの添付はしません
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添付ファイルとして
請求書が付いています

注）明細書はﾒｰﾙへの添付はしません

毎月1日に請求書が
発行されます

invoice.pdf  10.0KB
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書面による請求書
や領収書は

発行しません

108

請求額はこの「指定口座」へ
お振り込みください
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未入金通知
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請求書発行のタイミンク゛
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見本

￥108

￥108
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Ｂ．請求書払いから
C. 統括部署払い

への変更
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統括部署（本社等）がログインして
事業所との支払リンクを作成します

注）対象は、統括関係が結ばれた精算方法Ｂの事業所のみ
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みなと事業所

みなと事業所との
リンクを設定します

Ｂ → Ｃの変更

リンクを解除する場合は
ここにチェックを入れます
リンクを切られた事業所は

自動的に支払方法Ｂに
変更となります

Ｃ → Ｂの変更
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これにより、統括部署とリンク

で結ばれた事業所の利用料金は

一括して統括部署（本社等）が

支払うことになります
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終


